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告         示 

 

兵庫県告示第817号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年７月31日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和２年７月31日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

１ ７ ６ 号 

宝塚市中筋一丁目500番から 

同 市中筋二丁目93番１まで 

旧 
6.0から 

17.0まで 
569.0 

 

新 
18.0から 

28.0まで 
559.0 

 

 

兵庫県告示第818号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年７月31日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和２年７月31日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和２年７月31日 金曜日  第 127 号 



令和２年７月31日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 127 号 

2 

 

県道 

和 久 今 宿 線 

姫路市勝原区山戸字山根623番１から 

同 市勝原区山戸字山根623番７まで 

旧 
16.0から 

28.0まで 
25.0 

 

新 
16.0から 

32.0まで 
25.0 

 

 

兵庫県告示第819号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年７月31日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和２年７月31日から２週間、西播磨県民局龍野土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

千 種 新 宮 線 

たつの市新宮町上莇原字前田317番５から 

同  市新宮町角亀字細野595番１地先ま

で 

旧 
5.0から 

16.0まで 
552.0 

 

新 
8.0から 

18.0まで 
552.0 

 

 

兵庫県告示第820号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年７月31日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和２年７月31日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

大 江 島 太 子 線 

姫路市勝原区山戸字山根623番１から 

同 市勝原区山戸字山根625番３まで 

旧 
8.0から 

9.0まで 
77.0 

 

新 
12.0から 

22.0まで 
77.0  

 

 

兵庫県告示第821号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年７月31日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和２年７月31日から２週間、西播磨県民局龍野土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

千 種 新 宮 線 

たつの市新宮町角亀字廣芝573番２から 

同  市新宮町角亀字廣芝572番２まで 

旧 
6.0から 

6.0まで 
26.0 

 

新 
6.0から 

8.0まで 
26.0 

 

 

兵庫県告示第822号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４号の規定により、次のとおり道路を指定した。 

その関係図書は、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

 令和２年７月31日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（令和年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第R02北播予定

0001号 
2.7.17  

小野市山田町字一念1970番２の一部 

同 市山田町字源四郎谷1438番27の一部、

1438番28の一部、1438番31の一部 

同 市山田町字池ノ谷1991番１の一部 

同 市池尻町字間谷630番64の一部、630番73

の一部、630番74の一部、630番75の一部、630

番79の一部 

10.0 1,491.8 

 
 

公 告 

 

   海洋生物資源の保存及び管理に関する兵庫県計画の１の別に定めるくろまぐろについて 

 海洋生物資源の保存及び管理に関する兵庫県計画の１の別に定めるくろまぐろについてを、令和２年７月31

日から次のとおり変更する。 

  令和２年７月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

海洋生物資源の保存及び管理に関する兵庫県計画の１の別に定めるくろまぐろについて 

（第６管理期間） 

令和２年７月31日公表 

第１ くろまぐろの保存及び管理に関する方針 

１ 本県において、くろまぐろは主に日本海における沿岸くろまぐろ漁業、定置網漁業により漁獲されてい

る。 

 ２ くろまぐろの保存及び管理を通じて、安定的で持続的な資源の利用を図るため、国の基本計画により決

定された漁獲可能量のうち本県の知事管理量について本県の漁業の実態に応じた適切な管理措置を講ずる

こととする。 

 ３ 本県の知事管理量を適切に管理するため、くろまぐろの採捕の数量を的確に把握する必要があることか

ら、採捕の数量の報告体制を整備し、適切な報告がなされるよう漁業者等の指導を行うものとする。併せ

て、知事管理量を超えるおそれがあるときは、この旨を直ちに公表するとともに、早期是正措置を講ずる

ものとする。 

 ４ これらのほか、本県の知事管理量の遵守を図る観点から、漁業者協定等の締結を促進し、本県の管理措

置と相まった漁業者による自主的な漁獲管理の取組を行うものとする。 
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第２ くろまぐろの漁獲可能量について兵庫県の知事管理量に関する事項 

魚種 
管理の対象となる

期間 
数量 

左記のうち配分を留保

する数量 

くろまぐろ30キログラム未満

の小型魚（以下「小型魚」と

いう。）  

第６管理期間 6.1トン － 

くろまぐろ30キログラム以上

の大型魚（以下「大型魚」と

いう。） 

第６管理期間 10.6トン 6.9 トン 

なお、くろまぐろの漁獲可能量の対象となる採捕の数量が国の基本計画第３の１の表に掲げる数量を超え

るおそれが著しく大きいと認めて農林水産大臣が当該採捕の数量を公表した場合は、上表の本県の知事管理

量が消化されていない場合であっても、その時点における本県の採捕の数量をもって、上表の本県の知事管

理量とする。 

第３ くろまぐろの知事管理量について、採捕の種類別、海域別又は期間別の数量に関する事項 

 １ 第２に定める知事管理量について、採捕の海域別に定める数量は次のとおりとする。 

採捕の海域 小型魚 大型魚 

日本海 6.0 トン 1.7 トン 

瀬戸内海 0.1 トン － 

上記以外の海域（以下「その他の海域」という。） － 2.0 トン 

２ １に定める海域別の数量について、採捕の種類別に定める数量は次のとおりとする。なお、瀬戸内海及

びその他の海域においては、採捕の種類別の数量を定めないものとする。 

採捕の海域 採捕の種類 小型魚 大型魚 

日本海 

沿岸くろまぐろ漁業 5.0トン 

1.7トン 

定置網漁業 1.0トン 

３ 下記の事由により第２に定める本県の知事管理量が変更された場合は、その事由ごとに１及び２に定め

る数量を下記のとおり変更することとし、その旨を関係海区漁業調整委員会に報告する。 

なお、下記に該当しない事由により知事管理量が変更された場合は、関係海区漁業調整委員会の意見を

聴き、本計画を変更するものとする。 

(1) 国の留保からの配分による変更 

小型魚については、採捕の種類毎に、国からの配分数量に下記の比率を乗じた数量（小数第２位を四

捨五入）を配分することとする。また、大型魚については県の留保とする。ただし、国の基本計画及び

水産政策審議会資源管理分科会の意見にて用途が明示されて配分された数量を除く。 

採捕の海域 採捕の種類 比率 

日本海 

沿岸くろまぐろ漁業 0.8 

定置網漁業 0.2 

(2) 融通による配分量の交換 

     第２に定める大型魚の留保又は２に定める大型魚の数量と小型魚にかかる国の留保、大臣管理量又は

他の都道府県の知事管理量を交換して譲り受けた数量については、(1)と同様に配分する。 
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４ 本県は、１又は２に定める採捕の海域又は種類における採捕の数量が当該知事管理量を超えるおそれが

著しく大きいと認める場合は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号。以下「法」

という。）第10条第２項の規定に基づく採捕の停止等の命令を発出する。 

第４ くろまぐろの知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項 

本県は、第２並びに第３の１及び２に示した知事管理量を遵守するため、県内の漁業者に対し、以下の

管理措置を講ずる。 

１ 採捕数量の報告体制 

   本県は、法第17条第３項の規定に基づき規則で定める報告のほか、関係漁業協同組合等に対し次のとお

り報告を求め、漁獲状況を把握することとする。 

また、本県におけるくろまぐろの採捕の数量が第２に定める知事管理量（留保を設定している場合は留

保した数量を除く。）の７割を超えた後に、関係漁業協同組合等から１日0.3トンを超える採捕の数量の報

告があった際は、速やかに国に一報の上、採捕の数量報告を行うものとする。 

 (1) 沿岸くろまぐろ漁業 

ア 関係漁業協同組合は、くろまぐろの漁獲があった場合、漁獲があった日の翌日中に当該日の漁獲量

を県に報告するものとする。 

   イ 本県は、アの報告をとりまとめ、関係漁業協同組合に情報提供し、各漁業協同組合は、所属漁業者

にその情報を周知するものとする。 

ウ 急激な採捕の数量の積み上がりに備え、各漁業協同組合は本所、支所ごとにおける沿岸くろまぐろ

漁業の１日の漁獲量が0.1トンを超えた場合は、以下の体制により、速やかに本県に一報の上、採捕の

数量報告を行うものとする。 

漁業協同組合 本県 

販売担当者は、各漁業協同組合の連絡担

当者に連絡 

・漁業協同組合の連絡担当者は県但馬水産事務所に電

話及びメールにより連絡 

・本県は送信者に受信した旨を連絡 

エ ウの報告があった場合、本県はただちに関係漁業協同組合へ連絡し、第２又は第３の１に定める数

量の残枠が判明するまでは、新たな操業を自粛するよう指導するものとする。 

オ その他、必要に応じて本県は関係漁業協同組合に漁獲状況の報告を求めるものとする。 

(2) 定置網漁業 

定置網漁業においてくろまぐろの漁獲があったときは、関係漁業協同組合等はその都度速やかに本県

に報告するものとする。 

(3) その他の漁業 

その他の漁業においてくろまぐろの混獲があったときは、関係漁業協同組合等はその都度速やかに本

県に報告するものとする。 

２ 採捕の数量の公表等 

本県は法第８条第２項の規定に基づき、採捕の数量が第２又は第３の１若しくは２に定める知事管理量

を超えるおそれがあると認められる場合として、第２又は第３の１若しくは２の数量の７割を超えており、

又は超えるおそれがあると認めるときは、当該採捕の数量を公表するものとする。 

３ 早期是正措置等 

本県は２により採捕の数量を公表した後、当該公表に関わる採捕について、速やかに法第９条第２項の

規定に基づく勧告を内容とする以下の早期是正措置を本県漁業者に対し講ずるものとする。 

(1) 沿岸くろまぐろ漁業 

操業の自粛を勧告する。 

(2) 定置網漁業 

全ての生存個体の再放流を勧告する。 

(3) その他の漁業 

全ての生存個体の再放流を勧告する。 

４ その他の管理措置等 

  (1) 本県は管内の漁業者へ管理の取組を指導した場合は、管内の遊漁者及び遊漁船業者に対しても同様の
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指導を行うものとする。この場合、本県は国に当該指導内容を速やかに報告するものとする。 

  (2) プレジャーボート等を利用した採捕者に対しては、採捕の実態が必ずしも明らかでないことから、本

県は国と協力しつつ、釣り団体の各ホームページ等を通じてくろまぐろの管理状況や漁業者の取組への

理解と協力の呼びかけを行うものとする。 

第５ その他くろまぐろの保存及び管理に関する重要事項 

 １ 本県の採捕の数量が第２又は第３の１若しくは２の知事管理量を超えており、又は超えるおそれが著し

く大きいと認めるときは、法第10条第２項の規定に基づく採捕の停止等を命令する。 

 ２ 法第10条第２項の規定に基づき採捕の停止等の命令が出された際は、本県の水面を利用する遊漁者に対

しても採捕の停止を命令する。 

 ３ 第２管理期間における小型魚の超過分については、原則、各管理期間ごとに当初の配分から0.1トンずつ

差し引くこととする。 
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